
使⽤前⾃⼰確認結果確認届出書添付書類⼀覧 

添付書類名 必須 条件により添付必要 

発電所の概要を明⽰した地形図  － 

主要設備の配置の状況を明⽰した平⾯図及び断⾯図  － 

発電⽅式に関する説明書  － 

 

 

 

 

 

⽀持物の構造図及び強度計算書 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

以下区域に設置する場合に添付が必要（該当するものにチェック） 

 

 ・砂防法（明治30年法律第29号）第⼆条の規定により指定された砂防指定地 

 

 
・地すべり等防⽌法（昭和33年法律第30号）第三条第⼀項の規定により指定された地

すべり防⽌区域 

 

 
・急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律（昭和44年7⽉1⽇法律第57号）第

三条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

 

 
・⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律（平成⼗⼆年法

律第五⼗七号）第七条第⼀項の規定により指定された⼟砂災害警戒区域 

当該区域内の急傾斜地（急傾斜地の崩壊による災害の防 

⽌に関する法律第⼆条第⼀項に規定するものをいう。）の

崩壊の防⽌措置に関する説明書 

該当なし 

 

 

 

 

急傾斜地崩壊危険区域内において⾏う制限⼯事に係る場合は添付が必要 

許可を受けたところに従って⾏われたことを⽰す書類 

該当なし 

 

 

 
砂防法（明治30年法律第29号）第四条（同法第三条において準⽤する場合を含む。）の規定

による許可 

許可を受けたところに従って⾏われたことを⽰す書類 

該当なし 

 

 

 森林法（昭和26年法律第249号）第⼗条の⼆第⼀項の許可 

許可を受けたところに従って⾏われたことを⽰す書類 

該当なし 

 

 

 
地すべり等防⽌法（昭和33年法律第30号）第⼗⼋条第⼀項⼜は同法第四⼗⼆条第⼀項の許

可 

宅地造成及び特定盛⼟等規制法第⼗七条第⼆項⼜は第

三⼗六条第⼆項の規定により交付された検査済証の写し 

該当なし 

 

 

 
宅地造成及び特定盛⼟等規制法（昭和36年法律第191号）第⼗⼆条第⼀項⼜は第三⼗条

第⼀項の許可 

許可を受けたところに従って⾏われたことを⽰す書類 

該当なし 

 

 

 
急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律（昭和44年法律第57号）第七条第⼀項の許

可 

 


